
「
空
海
卒
伝
」
と
『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』

多

田

圭

介

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
八
巻
第
六
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
四
十
八
巻
第
六
号

平

成

二

十

七

年

十

二

月

十

日

﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄

多

田

圭

介

□

要

旨

初
期
の
空
海
の
伝
記
史
料
と
し
て
︑
貞
観
十
一
年
︵
八
六
九
︶
成
立
の
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
寛
平
七
年

︵
八
九
五
︶
成
立
の
﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄
が
あ
る
︒
従
来
の
研
究
で
は
︑
こ
の
二
伝
の
関
係
を
直
接
の
﹁
継
承
関
係
﹂
と
し
て
き
た
︒
そ

こ
で
本
稿
で
は
︑
改
め
て
こ
の
二
伝
を
比
較
検
討
し
た
︒
そ
の
結
果
︑﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄
の
作
者
は
﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
直
接
参
照
し
て

い
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
そ
の
う
え
で
︑
こ
の
二
伝
を
つ
な
ぐ
﹁
原
空
海
伝
﹂
の
存
在
を
想
定
し
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

『
続
日
本
後
紀
﹄

﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄

﹃
三
教
指
帰
﹄

空
海
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は

じ

め

に

平
成
二
十
七
年
は
︑
空
海
が
高
野
山
を
開
創
し
て
一
二
〇
〇
年
と
な
る
節
目
の
年
で
あ
る
︒
そ
ん
な
空
海
は
︑﹁
日
本
の
歴
史
上
︑
そ

の
右
に
出
る
も
の
は
い
な
い
︑
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
︵
１
︶

﹂
豊
富
な
伝
記
史
料
を
有
し
て
い
る
︒
そ
の
数
あ
る
空
海
の
伝
記
史
料
の
中
で
︑
成
立

年
代
が
明
確
で
あ
り
且
つ
最
も
古
い
も
の
が
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
二
年
︵
八
三
五
︶
三
月
丙
寅
︵
二
十
五
日
︶
条
に
記
載
さ
れ
る
所
謂
﹁
空

海
卒
伝
﹂
で
あ
る
︵
２
︶

︒
こ
の
伝
記
は
︑﹃
続
日
本
後
紀
﹄
が
編
纂
さ
れ
た
斉
衡
二
年
︵
八
五
五
︶
か
ら
貞
観
十
一
年
︵
八
六
九
︶
ま
で
の
間
に

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
︒
正
史
に
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
客
観
的
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
︒
そ
の
た
め
︑
従
来
空
海
の

伝
記
研
究
の
根
本
史
料
の
一
つ
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
き
た
︒

｢空
海
卒
伝
﹂
に
次
い
で
古
い
成
立
と
さ
れ
る
の
が
寛
平
七
年
︵
八
九
五
︶
三
月
十
日
の
奥
書
を
持
つ
﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄︵
以

下
﹃
寛
平
御
伝
﹄
と
略
称
︒
︶
で
あ
る
︒
空
海
没
後
六
十
年
を
記
念
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
︵
３
︶

︑
撰
者
は
﹁
貞
観
寺
座
主
﹂
で
あ
る
︒

こ
の
撰
者
に
つ
い
て
は
︑
真
雅
︑
聖
宝
︑
恵
宿
が
推
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
有
力
な
の
は
長
谷
宝
秀
氏
が
推
定
さ
れ
て
い
る
聖
宝
で
あ
ろ
う
︵
４
︶

︒

﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
同
じ
く
根
本
史
料
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
︒

さ
て
︑
成
立
年
の
近
い
こ
の
二
伝
で
あ
る
が
︑
後
述
す
る
通
り
極
め
て
似
通
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
二
伝
の
関

係
を
指
摘
し
た
多
く
の
先
行
研
究
が
︑﹁
継
承
関
係
﹂
と
し
て
い
る
︒
改
め
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
︒

空
海
の
伝
記
史
料
を
初
め
て
体
系
的
に
整
理
さ
れ
た
の
が
上
山
春
平
氏
で
あ
る
︵
５
︶

︒
上
山
氏
は
︑
両
伝
を
﹁
崩
伝
系
統
﹂
に
分
類
し
﹁
継

承
関
係
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
︒
そ
の
後
︑
武
内
孝
善
氏
が
﹁﹃
寛
平
御
伝
﹄
は
先
行
の
伝
記

︱

そ
れ
は
あ
る
い
は
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い

︱

の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
指
摘
さ
れ
︵
６
︶

︑
真
保
龍
敞
氏
は
﹁
空
海
卒
伝
﹂
は
﹁
後
に
﹃
贈
大
僧
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正
空
海
和
上
伝
記
﹄︵
貞
観
寺
座
主
撰
︶
や
︑﹃
請
賜
諡
号
表
一
首
﹄︵
寛
平
法
皇
撰
︶︑﹃
弘
法
大
師
略
伝
﹄︵
済
暹
撰
︶
等
に
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︵
７
︶

︒
そ
の
た
め
か
︑﹃
平
安
時
代
史
事
典
﹄
に
は
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
は
﹁﹃
続

後
紀
﹄
承
和
二
年
︵
八
三
五
︶
三
月
二
十
五
日
条
の
入
滅
記
事
に
基
づ
き
︑
若
干
の
伝
説
を
加
え
た
も
の
︵
８
︶

﹂
と
記
述
さ
れ
︑
辻
本
弘
氏
は

﹁﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄
は
当
時
あ
っ
た
空
海
の
諸
説
話
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
文
献
と
考
え
ら
れ
︑﹃
空
海
僧
都
伝
﹄
と
﹃
続
日

本
後
紀
﹄
を
参
照
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
﹂
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︵
９
︶

︒
つ
ま
り
︑﹁
貞
観
寺
座
主
﹂
は
﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
直
接
参
照
し
な

が
ら
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
を
編
纂
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
改
め
て
筆
者
が
両
伝
を
検
討
し
た
結
果
︑
先
行
研
究
の
指
摘
と
は
異
な
る
結
論
を
持
つ
に
至
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
ま
ず
そ
こ

を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒
そ
の
上
で
︑
両
伝
の
関
係
・
位
置
付
け
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
し
︑
筆
者
が
想
定
し
て
い
る
﹁
原
空
海
伝
﹂

の
存
在
に
ま
で
言
及
し
た
い
と
思
う
︒

一
︑
両
伝
の
比
較
検
討

具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
︑
煩
を
厭
わ
ず
両
伝
を
掲
載
し
よ
う
︒
な
お
︑
○
内
の
番
号
は
上
山
氏
が
検
討
さ
れ
た
際
の
項
目
分
け
の

基
準
を
参
考
に
し
て
付
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
両
伝
で
共
通
す
る
番
号
は
︑
内
容
も
共
通
す
る
︒
太
字
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
関
し
て
は
︑

両
伝
で
字
句
が
一
致
し
て
い
る
箇
所
を
示
し
て
い
る
︒

﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄︵
多
田
︶
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︻
空
海
卒
伝
︵
10
︶

︼

①
法
師
者
︒
讃
岐
国
多
度
郡
人
︒
俗
姓
佐
伯
直
︒

②
年
十
五
就
二

舅
従
五
位
下
阿
刀
宿
祢
大
足
一︒
読
二

-習
文
書
一︒
十
八
遊
二

-
学
槐
市
一︒

③
時
有
二

一
沙
門
一︒
呈
二

-
示
虚
空
蔵
聞
持
法
一︒
其
経
説
︒
若
人
依
レ

法
︒
読
二

此
真
言
一
百
萬
遍
一︒
乃
得
二

一
切
教
法
文
義
諳
記
一︒
於
レ

是

信
二

大
聖
之
誠
言
一︒
望
二

飛
焔
於
鑽
燧
一︒
攀
二

-
躋
阿
波
国
大
瀧
之
嶽
一︒
観
二

-念
土
佐
国
室
戸
之
崎
一︒
幽
谷
応
レ

声
︒
明
星
来
レ

影
︒

④
自
レ

此
慧
解
日
新
︒
下
レ

筆
成
レ

文
︒
世
伝
︒
三
教
論
︒
是
信
宿
間
所
レ

撰
也
︒

⑤
在
二

於
書
法
一︒
最
得
二

其
妙
一︒
与
二

張
芝
一

斉
レ

名
︒
見
レ

称
二

草
聖
一︒

⑥
年
卅
一
得
度
︒

⑦
延
暦
廿
三
年
入
唐
留
學
︒
遇
二

青
龍
寺
惠
果
和
尚
一︒
稟
二

-
学
真
言
一︒
其
宗
旨
義
味
莫
レ

不
二

該
通
一︒

⑧
遂
懐
二

法
宝
一︒
帰
二

-来
本
朝
一︒
啓
二

秘
密
之
門
一︒
弘
二

大
日
之
化
一︒
天
長
元
年
任
二

少
僧
都
一︒
七
年
転
二

大
僧
都
一︒

⑨
自
有
二

終
焉
之
志
一︒
隠
二

-
居
紀
伊
国
金
剛
峰
寺
一︒

⑩
化
去
之
時
年
六
十
三
︒

︻
寛
平
御
伝
︵
11
︶

︼︵
︵

︶
の
文
字
は
本
文
で
は
分
註
で
あ
る
︒
︶

①
初
讃
岐
国
多
度
郡
人
︒
姓
佐
伯
氏
︒
後
移
貫
京
地
之
俗
︒
宝
亀
五
年
甲
寅
誕
生
︒
殊
有
異
相
︒

②
延
暦
七
戊
辰
︒
就
二

外
舅
伊
与
親
王
文
学
一

︵
其
名
未
詳
︶︒
俗
学
間
焉
︒︵
時
年
十
五
︶︒
十
年
幸
遊
二

聴
槐
市
一︒
歴
二

学
経
籍
一

︵
時
年

十
八
︶

③
厥
後
心
中
漸
有
二

避
世
之
志
一︒
就
二

於
沙
門
一

学
二

虚
空
蔵
聞
持
法
一︒
遂
出
二

学
門
一

経
二

行
山
林
一︒
或
躋
二

阿
波
大
瀧
岳
一︒
或
勤
二

土
左
室
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戸
崎
一︒
谷
不
レ

惜
レ

響
明
星
来
影
︒
既
蒙
法
験
始
獲
成
就
︒

ⓐ
先
是
於
播
磨
国
︒
旅
中
寄
宿
路
辺
隘
盧
︒
老
嫗
出
来
︒
盛
飯
鉄
鉢
供
養
和
上
︒
語
云
︒
妾
元
行
基
菩
薩
弟
子
僧
未
出
家
時
之
妻
也
︒
彼

僧
存
曰
以
此
鉄
鉢
授
妾
曰
︒
後
代
有
聖
来
宿
汝
宅
︒
須
捧
此
鉢
陳
汝
芳
志
︒
今
謁
来
客
殊
有
所
感
︒
是
以
供
養
︒
仍
感
其
語
︒

ⓑ
住
伊
豆
国
桂
谷
山
寺
︒
書
写
大
般
若
経
魔
事
品
於
虚
空
中
︒
六
書
八
体
文
字
点
画
︒
始
揮
筆
憶
様
咸
懸
瞼
監
視
︒
奇
異
之
事
不
可
勝

述
奥
︒

ⓒ
其
明
年
︒
剃
髪
出
家
為
沙
弥
形
︒︵
時
年
二
十
五
︶

⑥
延
暦
二
十
三
年
四
月
九
日
︒
東
大
寺
戒
壇
院
受
具
足
戒
︒︵
時
年
三
十
一
︶

⑦
同
年
六
月
︒
銜
二

命
留
学
一︒
随
二

大
使
藤
原
葛
野
麿
一︒
同
上
二

第
一
船
一

発
二

赴
咸
陽
一︒
八
月
到
二

福
州
一

着
岸
︒
十
月
十
三
日
与
二

書
福

州
観
察
使
一︒
十
二
月
下
旬
︒
到
二

長
安
城
宣
陽
坊
一︒
管
宅
安
置
︒
二
十
四
年
二
月
十
一
日
︒
大
使
等
施
二

軸
本
朝
一︒
唯
空
海
︒
准
レ

勅

配
二

住
西
明
寺
永
忠
僧
都
故
院
一

於
レ

是
︒
歴
二

城
中
一

訪
二

名
徳
一

偶
然
奉
レ

遇
二

青
龍
寺
東
塔
院
和
上
︒
法
諱
恵
果
阿
闍
梨
一︒
空
海
与
西

明
寺
志
明
談
勝
法
師
等
五
六
人
︒
同
往
見
和
上
︒
六
月
上
旬
︒
入
学
法
阿
闍
梨
位
之
潅
頂
︒
兼
請
真
言
教
文
︒
両
部
曼
荼
羅
道
具
種
種

法
物
等
︒
其
年
十
二
月
十
五
日
︒
恵
果
和
上
入
滅
︒

⑧
大
同
元
年
十
月
二
十
二
日
︒
請
来
法
文
之
状
︒
附
判
官
正
六
位
上
行
太
宰
大
監
高
階
真
人
遠
成
︒
和
上
十
一
月
二
十
日
上
表
︒
皇
帝
御

書
授
大
法
師
位
︵
時
年
三
十
七
︒
﨟
二
十
七
︶︒
天
長
年
中
有
二

旱
災
一︒
皇
帝
勅
二

和
上
一︒
於
二

神
泉
苑
一

令
レ

祈
二

膏
雨
一︒
自
然
滂
蛇
︒
仍

賀
二

其
功
一

任
二

少
僧
都
一︒
未
レ

幾
之
際
転
任
二

大
僧
都
一︒
爰
和
上
奏
聞
︒
於
東
寺
建
真
言
宗
興
秘
密
蔵
︒

⑨
承
和
二
年
嬰
レ

病
隠
二

居
金
剛
峯
寺
一︒

⑩
三
年
三
月
二
十
一
日
卒
去
︵
時
年
六
十
三
︒
﨟
四
十
三
︶
仁
寿
年
中
僧
正
真
済
︒
上
奏
贈
大
僧
正
云
畢
︒
和
上
智
行
遊
出
︒
屡
有
異
標
︒

後
葉
末
資
不
能
委
聞
︒
仍
録
一
端
謹
以
上
聞
︒
謹
言
︒

﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄︵
多
田
︶
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ま
ず
は
︑
先
行
研
究
の
指
摘
の
根
拠
と
も
な
っ
た
両
伝
の
間
で
共
通
す
る
部
分
を
確
認
し
て
い
こ
う
︒
こ
こ
で
は
敢
え
て
内
容
に
深
入

り
せ
ず
︑
共
通
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
︒

①
は
︑
出
自
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
︒
両
伝
と
も
﹁
出
身
地
↓
俗
姓
﹂
の
順
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
の
僧
侶

の
卒
去
記
事
を
見
て
み
る
と
︵
12
︶

︑

是
日
︒
僧
正
伝
灯
大
法
師
位
護
命
卒
︒
法
師
俗
姓
秦
氏
︒
美
濃
国
各
務
郡
人
︒

と
﹁
俗
姓
↓
出
身
地
﹂
の
順
で
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
︒
実
際
︑﹃
続
日
本
後
紀
﹄
掲
載
の
八
つ
の
僧
侶
の
卒
去
記
事
の
う
ち
五
つ

が
こ
の
順
番
と
な
っ
て
い
る
︒

②
と
③
は
︑
修
学
・
求
聞
持
法
・
苦
修
勤
念
・
明
星
来
影
の
順
で
構
成
さ
れ
る
︒
真
保
龍
敞
氏
が
指
摘
さ
れ
る
通
り
︵
13
︶

︑﹃
三
教
指
帰
﹄

序
に
基
づ
き
記
さ
れ
て
い
る
︒
参
考
ま
で
に
﹃
三
教
指
帰
﹄
序
の
該
当
部
を
掲
げ
よ
う
︒
な
お
︑
太
字
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
﹃
三
教
指
帰
﹄
が

﹁
空
海
卒
伝
﹂・﹃
寛
平
御
伝
﹄
の
両
伝
と
一
致
し
て
い
る
字
句
︑
○
が
﹁
空
海
卒
伝
﹂
の
み
と
一
致
し
て
い
る
字
句
︑
△
が
﹃
寛
平
御
伝
﹄

の
み
と
一
致
し
て
い
る
字
句
で
あ
る
︒

︻
三
教
指
帰
︵
14
︶

︼

②
余
年
志
学
就
二

外�

氏
阿
二
千
石
文�

学�

舅
一

伏
膺
鑚
仰
︒
二
九
遊
二

聴�

槐
市
一︒
拉
二

雪
蛍
於
猶
志
学
怠
一︒
怒
三

縄
錐
之
不
阿

勤
︒

③
爰
有�

二

一�

沙
門
一

呈�

二

余
虚
空
蔵
聞
持
法
一︒
其�

経�

説�

︒
若�

人�

依�

レ

法�

誦�

二

此�

真�

言�

一�

百�

萬�

遍�

一︒
即
得�

二

一�

切�

教�

法�

文�

義�

暗�

記�

一︒
於�

焉
信�

二

大�

聖�

之�

誠�

言�

一︒
望�

二

飛�

焔�

於�

鑽�

燧�

一

躋
二

攀�

阿
国�

大
瀧
獄
一︒
勤�

二

念�

土
州
室
戸
崎
一︒
谷
不�

レ

惜�

レ

響�

明
星
来
影
︒
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こ
う
し
て
見
て
み
る
と
︑
両
伝
と
も
﹃
三
教
指
帰
﹄
と
記
述
内
容
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
︒
直
接
か
間
接
か
は
こ
こ

で
は
問
わ
な
い
が
︑
こ
の
部
分
で
は
﹃
三
教
指
帰
﹄
が
両
伝
の
基
礎
史
料
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

④
と
⑤
︑
ⓐ
～
ⓒ
に
関
し
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
記
に
独
自
の
文
章
で
あ
る
︒﹁
空
海
卒
伝
﹂
の
④
で
は
﹃
三
教
指
帰
﹄
撰
述
を
︑
⑤

で
は
書
法
に
優
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
で
﹃
寛
平
御
伝
﹄
ⓐ
～
ⓒ
で
は
霊
験
箪
・
出
家
と
構
成
さ
れ
て
い
る
︒

⑥
に
つ
い
て
は
︑﹁
空
海
卒
伝
﹂
で
は
﹁
得
度
﹂︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
で
は
﹁
受
戒
﹂
と
内
容
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
︑
同
じ
﹁
三
十
一
歳
﹂

で
の
出
来
事
を
記
し
て
い
る
︒
な
お
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
で
は
ⓒ
に
て
︑
得
度
は
二
十
五
歳
の
こ
と
と
記
し
て
い
る
︒
こ
の
得
度
と
受
戒
を

巡
っ
て
は
︑
そ
れ
だ
け
で
専
論
が
あ
り
︑﹁
空
海
卒
伝
﹂
の
空
海
三
十
一
歳
得
度
説
は
否
定
さ
れ
て
い
る
︵
15
︶

︒

⑦
は
留
学
の
様
子
︑
⑧
は
帰
国
後
の
略
歴
︑
⑨
は
金
剛
峯
寺
へ
の
隠
居
︑
が
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
︒

⑩
で
は
卒
去
の
年
齢
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
両
伝
共
に
﹁
六
十
三
﹂
歳
で
あ
る
︒
卒
去
年
齢
を
明
確
に
﹁
六
十
三
﹂
歳
と
し
て
い
る
も
の

は
︑
数
あ
る
空
海
の
伝
記
史
料
の
中
で
も
こ
の
二
伝
だ
け
で
あ
る
︒
そ
の
他
多
く
は
﹁
六
十
二
﹂
歳
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
共
通
点
を
見
れ
ば
︑
確
か
に
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
通
り
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
は
﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
基
に
し
て
撰
述
さ
れ
た
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
撰
者
は
︑
直
接
は
﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
参
照
し
て
い
な
い
と
考
え

て
い
る
︒
次
に
︑
そ
の
論
拠
を
述
べ
て
い
こ
う
︒

一
点
目
は
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
②
に
見
え
る
﹁
其
名
未
詳
﹂
の
記
述
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
は
︑
空
海
が
舅
に
つ
い
て
勉
学
を
学
ん
だ
こ
と

を
記
し
て
い
る
︒﹁
空
海
卒
伝
﹂
は
明
確
に
﹁
舅
従
五
位
下
阿
刀
宿
祢
大
足
﹂
と
記
し
て
い
る
が
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
は
﹁
外
舅
伊
与
親
王
文

学
﹂
と
し
か
記
し
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑﹁
其
名
未
詳
﹂
の
記
述
は
﹃
寛
平
御
伝
﹄
撰
者
が
﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
直
接
参
照
し
て
い
た
な
ら

ば
有
り
得
な
い
記
述
な
の
で
あ
る
︒

二
点
目
は
︑
年
月
日
を
明
示
し
て
出
来
事
を
述
べ
る
傾
向
に
あ
る
﹃
寛
平
御
伝
﹄
の
中
で
︑
⑧
の
少
僧
都
任
官
と
大
僧
都
転
任
の
箇
所

﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄︵
多
田
︶
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だ
け
﹁
天
長
年
中
﹂・﹁
未
レ

幾
之
際
﹂
と
曖
昧
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
も
︑﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
参
照
す
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ

れ
天
長
元
年
と
同
七
年
の
出
来
事
と
分
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

三
点
目
は
︑
卒
去
の
年
で
あ
る
︒﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
﹃
寛
平
御
伝
﹄
で
は
一
年
の
ズ
レ
が
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
武
内
氏
は
︑﹃
寛
平
御

伝
﹄
は
﹁﹁
去
宝
亀
五
年
甲
寅
誕
生
﹂
と
宝
亀
五
年
誕
生
説
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
︑
三
年
三
月
二
十
一
日
卒
去
時
年
六
十
三

﨟
四
十
三

︒
と
入
定
の

年
次
を
一
年
遅
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
矛
盾
の
解
決
を
は
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︵
16
︶

﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
そ
う
な
の

だ
が
︑
そ
も
そ
も
﹃
寛
平
御
伝
﹄
は
空
海
卒
去
六
十
年
を
記
念
し
て
編
纂
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
承
和

二
年
﹂
と
い
う
年
は
動
か
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
︒﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
直
接
参
照
し
て
い
た
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹃
寛
平

御
伝
﹄
撰
者
は
︑
空
海
の
誕
生
は
﹁
宝
亀
五
年
︵
七
七
四
︶﹂
且
つ
卒
去
年
齢
が
﹁
六
十
三
﹂
と
い
う
原
史
料
を
基
に
撰
述
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒

主
に
筆
者
が
論
拠
と
し
た
い
の
は
以
上
の
三
点
で
あ
る
が
︑
細
か
い
点
を
言
え
ば
他
に
も
ま
だ
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
で
は

﹃
三
教
指
帰
﹄
撰
述
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
撰
述
の
数
年
後
に
﹃
請
賜
諡
号
表
﹄
が
作
成
さ
れ
て
い
た
り
す
る
こ

と
で
あ
る
︒﹃
請
賜
諡
号
表
﹄
は
空
海
が
﹁
弘
法
大
師
﹂
号
を
賜
わ
っ
た
延
喜
十
八
年
︵
九
一
八
︶
に
寛
平
法
皇
︵
宇
多
天
皇
︶
に
よ
っ
て

撰
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
一
点
目
の
問
題
な
ど
は
︑

生
年
志
学
︒
就
二

外
舅
伊
与
親
王
文
学
阿
刀
大
足
一︒
伏
膺
鑚
仰
︵
17
︶

︒

と
︑
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
︒
本
来
﹃
寛
平
御
伝
﹄
が
﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
参
照
し
て
撰
述
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
を
そ
の

ま
ま
用
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
︑﹃
請
賜
諡
号
表
﹄
の
撰
述
は
不
要
で
あ
る
︒
ま
し
て
や
﹃
寛
平
御
伝
﹄
は
宇
多
天
皇
に
上
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
︵
18
︶

︑﹃
請
賜
諡
号
表
﹄
は
宇
多
天
皇
が
撰
述
し
た
の
で
あ
る
︒﹃
寛
平
御
伝
﹄
と
﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
の
間
に
記
述
の
違
い
が
あ
る
か

ら
こ
そ
︑﹃
請
賜
諡
号
表
﹄
が
撰
述
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
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以
上
の
通
り
︑
確
か
に
﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
﹃
寛
平
御
伝
﹄
と
の
間
に
は
共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
︑
継
承
関
係
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
継
承
関
係
に
あ
っ
て
は
有
り
得
な
い
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
筆
者
は
﹃
寛
平
御
伝
﹄
撰
者
は
﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
直
接
参
照
し

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
︒
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
が
︑
筆
者
の
想
定
が
正
し
い
な
ら
ば
︑
両
伝
の
記
述
は
類
似
し
す
ぎ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
を
一
体
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
か
︒
そ
こ
で
筆
者
は
﹁
原
空
海
伝
﹂
の
存
在
を
想

定
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
つ
い
て
︑
節
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

二
︑﹁
原
空
海
伝
﹂
を
め
ぐ
っ
て

『寛
平
御
伝
﹄
撰
者
が
﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
直
接
参
照
し
て
い
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
ど
の
よ
う
に
編
纂
が
行
わ
れ
た
か
が
問
題
と
な
る
︒

そ
こ
で
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
︑
両
伝
の
撰
者
が
同
じ
原
史
料
を
用
い
て
撰
述
を
行
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
れ
に
し
て

は
一
致
す
る
点
が
多
す
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
る
︒
特
に
話
の
構
成
ま
で
同
じ
と
な
っ
て
く
る
と
︑
数
々
の
原
史
料
を
参
考
に
し
た
と
い
う
よ

り
は
︑
土
台
と
な
る
﹁
原
空
海
伝
﹂
な
る
も
の
が
存
在
し
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
参
考
と
な
る
の
が
︑﹁
養
老
職
員
令
﹂
式
部
省
条
に
規
定
さ
れ
る
﹁
功
臣
家
伝
﹂
で
あ
る
︒

卿
一
人
︒
掌
︒
内
外
文
官
名
帳
︒
考
課
︒
選
叙
︒
礼
儀
︒
版
位
︒
位
記
︒
校
二

定
勲
績
一︒
論
レ

功
封
賞
︒
朝
集
︒
学
校
︒
策
二

-
試
貢

人
一︒
禄
賜
︒
仮
使
︒
補
二

-任
家
令
一︒
功
臣
家
伝
田
事
︒

そ
の
﹁
功
臣
家
伝
﹂
と
は
︑﹃
令
義
解
﹄
に
よ
れ
ば
︑

謂
︒
有
功
之
家
︒
進
二

其
家
伝
一︒
省
更
撰
修
︒
釈
云
︒
家
伝
書
名
也
︒
仮
如
︒
三
史
列
伝
之
類
︒
跡
云
︒
家
伝
︒
謂
功
臣
之
子
孫

嫡
々
相
継
状
注
置
也
︒︵
後
略
︶

﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄︵
多
田
︶
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と
︑
五
位
以
上
の
官
人
の
家
に
て
そ
の
子
孫
が
記
し
︑
そ
れ
を
式
部
省
に
進
め
て
︑
省
が
さ
ら
に
撰
修
し
た
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
﹁
功
臣
家
伝
﹂
が
薨
卒
伝
作
成
の
際
の
主
要
材
料
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
︵
19
︶

︒

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
︑
僧
侶
の
伝
記
に
つ
い
て
も
︑
没
後
に
寺
家
で
作
成
さ
れ
た
も
の
が
基
と
な
り
︑
正
史
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
き
て
い
る
︒
例
え
ば
坂
本
太
郎
氏
は
光
定
・
円
仁
・
真
済
を
例
に
あ
げ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
記
と
卒
伝
を
比
較
し
て
実
証
さ
れ
て

お
り
︵
20
︶

︑
近
年
で
は
佐
藤
健
太
郎
氏
が
﹁
寺
家
で
作
成
さ
れ
た
伝
記
﹂
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
︵
21
︶

︒
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
﹃
智
証
大

師
伝
﹄
跋
文
で
あ
る
︒

件
家
伝
記
録
濫
觴
者
︒
延
喜
二
年
秋
︒
従
二

綱
所
一︒
可
レ

進
二

和
尚
家
伝
一

之
牒
︒
到
二

来
寺
家
一︒
寺
家
記
録
︒
可
レ

進
二

国
史
所
一

之

由
︒
牒
二

山
王
院
一︒
爰
和
尚
入
室
良
勇
十
禅
師
︒
委
レ

憶
二

和
尚
平
生
始
終
之
事
一︒
同
入
室
卯
与
大
法
師
引
二

勘
和
尚
手
中
遺
文
一︒
兼

復
同
入
室
大
法
師
︒
衆
口
討
論
︒
乃
令
二

最
後
人
室
台
然
筆
授
略
記
一︒
其
後
付
二

善
学
士
一︒
令
二

撰
定
一

之
︒
学
士
一
以
憶
レ

在
二

和
尚

之
微
旨
一︒
一
以
叶
二

於
門
人
之
中
誠
一︒
奉
レ

公
之
隟
︒
撰
述
已
畢
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
僧
綱
か
ら
寺
家
に
伝
記
の
作
成
命
令
が
下
り
︑
遺
弟
が
集
ま
っ
て
円
珍
の
日
々
の
記
録
等
を
基
に
編
纂
が
行
わ
れ
︑
最

終
的
に
は
三
善
清
行
が
撰
定
し
︑
国
史
所
へ
提
出
さ
れ
た
と
い
う
一
連
の
作
成
過
程
が
明
ら
か
で
あ
る
︵
22
︶

︒

同
じ
よ
う
に
︑
空
海
の
伝
記
に
関
し
て
も
︑
空
海
の
没
後
に
寺
家
に
よ
る
作
成
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
寺
家
で
作
成

さ
れ
た
空
海
の
伝
記
こ
そ
︑
筆
者
が
想
定
す
る
﹁
原
空
海
伝
﹂
で
あ
る
︒﹁
原
空
海
伝
﹂
の
一
部
は
撰
国
史
所
へ
︑
一
部
は
寺
家
に
伝
え

ら
れ
て
い
っ
た
︒﹃
寛
平
御
伝
﹄
撰
者
は
︑
寺
家
に
伝
え
ら
れ
た
﹁
原
空
海
伝
﹂
を
基
に
撰
述
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
空
海

卒
伝
﹂
と
﹃
寛
平
御
伝
﹄
の
間
に
は
直
接
の
継
承
関
係
は
な
い
の
で
あ
る
︒
前
節
で
見
た
両
伝
に
お
け
る
共
通
点
は
︑
両
伝
の
撰
者
が
そ

れ
ぞ
れ
同
じ
﹁
原
空
海
伝
﹂
を
参
照
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︵
23
︶

︒
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
︑
前
節
の
共
通
点
を
簡
単
に
検

討
し
て
み
よ
う
︒
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①
に
関
し
て
は
︑﹁
原
空
海
伝
﹂
の
記
述
が
﹁
出
身
地
↓
俗
姓
﹂
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒﹁
空
海
卒
伝
﹂
も
﹃
寛
平
御
伝
﹄

も
﹁
原
空
海
伝
﹂
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

②
と
③
に
関
し
て
は
︑﹁
原
空
海
伝
﹂
が
﹃
三
教
指
帰
﹄
を
基
に
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
れ
で
も
両
伝
で

字
句
に
異
同
が
見
ら
れ
る
の
は
︑﹁
空
海
卒
伝
﹂
が
よ
り
﹃
三
教
指
帰
﹄
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
︑﹃
続
日
本
後
紀
﹄
編
纂
方
針

に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
続
日
本
後
紀
﹄
は
な
る
べ
く
原
典
に
あ
た
っ
て
編
纂
し
た
様
子
が
見
ら
れ
る
︵
24
︶

た
め
︑﹁
原
空
海
伝
﹂

を
土
台
に
し
な
が
ら
も
︑﹃
三
教
指
帰
﹄
も
参
照
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

⑥
に
つ
い
て
は
︑﹁
原
空
海
伝
﹂
に
﹁
三
十
一
歳
﹂
で
の
何
ら
か
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
上
で
︑﹃
続
日

本
後
紀
﹄
撰
者
は
先
学
の
指
摘
通
り
﹁
延
暦
二
十
四
年
九
月
十
一
日
太
政
官
符
︵
25
︶

﹂
の
記
載
を
基
に
成
文
し
た
の
で
あ
ろ
う
︵
26
︶

︒

⑦
以
降
に
関
し
て
は
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
撰
者
が
﹁
原
空
海
伝
﹂
を
土
台
に
し
な
が
ら
も
︑
種
々
の
史
料
を
交
え
て
よ
り
詳
細
に
撰
述
し

た
の
で
あ
ろ
う
︒
⑩
に
関
し
て
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
本
稿
で
は
﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
﹃
寛
平
御
伝
﹄
の
本
文
検
討
を
通
し
て
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
撰
者
が
﹁
空
海
卒
伝
﹂
を
直
接
参
照
し

て
い
て
は
有
り
得
な
い
記
述
が
存
す
る
こ
と
か
ら
︑
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
両
伝
間
の
直
接
の
継
承
関
係
は
左
図
の
通
り
見
直
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

ま
た
︑
両
伝
に
お
け
る
類
似
点
の
原
因
に
迫
り
︑﹁
原
空
海
伝
﹂
の
存
在
を
想
定
し
た
︒﹁
原
空
海
伝
﹂
と
は
︑
空
海
没
後
に
寺
家
で
作

成
さ
れ
た
伝
記
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁
空
海
卒
伝
﹂
編
纂
の
際
に
も
﹃
寛
平
御
伝
﹄
撰
述
の
際
に
も
原
史
料
と
な
っ
た
︒
両
伝
は
︑
こ
の
﹁
原

﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄︵
多
田
︶
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空
海
伝
﹂
を
基
盤
に
種
々
の
史
料
を
付
け
加
え
撰
述
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
後
に
﹁
寛
平
法
皇
﹂
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た

﹃
請
賜
諡
号
表
﹄
は
﹃
寛
平
御
伝
﹄
を
中
心
に
︑﹁
空
海
卒
伝
﹂
も
参
照
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
お
く
︒

多
く
の
推
測
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
が
︑
本
稿
が
空
海
の
伝
記
研
究
だ
け
で
な
く
︑
正
史
編
纂
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

﹇
従
来
の
説
﹈

﹁
空
海
卒
伝
﹂

﹃
寛
平
御
伝
﹄

﹃
請
賜
諡
号
表
﹄

﹇
本
稿
で
提
唱
し
た
説
﹈﹁

空
海
卒
伝
﹂

﹁
原
空
海
伝
﹂

﹃
請
賜
諡
号
表
﹄

﹃
寛
平
御
伝
﹄

注

︵
１
︶
武
内
孝
善
﹁
序
論
︱
空
海
伝
研
究
の
現
状
と
課
題
︱
﹂﹃
弘
法
大
師
空
海
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
六
年
︒

︵
２
︶
﹁
空
海
卒
伝
﹂
よ
り
時
代
が
遡
る
も
の
と
し
て
は
︑﹁
承
和
二
年
十
月
二
日
﹂
の
奥
書
を
持
つ
﹃
空
海
僧
都
伝
﹄
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
成
立
年

は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
︵
武
内
孝
善
﹁
空
海
の
誕
生
年
次
﹂﹃
弘
法
大
師
空
海
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
六
年
︵
初
出
は
一
九
八
二
年
︶
等
︶︒

︵
３
︶
﹃
弘
法
大
師
空
海
全
集

第
八
巻
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
五
年
︒
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︵
４
︶
長
谷
宝
秀
編
﹃
弘
法
大
師
伝
全
集
第
一
巻
﹄
ピ
タ
カ
︑
一
九
七
七
年
︒
な
お
︑
聖
宝
に
つ
い
て
は
︑
佐
伯
有
清
﹃
聖
宝
﹄
︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九

一
年
︶
参
照
︒

︵
５
︶
上
山
春
平
﹃
空
海
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
八
一
年
︒

︵
６
︶
武
内
氏
前
掲
註
︵
２
︶︒

︵
７
︶
真
保
龍
敞
﹁
大
僧
都
空
海
伝
﹂
解
説
﹃
弘
法
大
師
空
海
全
集

第
八
巻
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
五
年
︒

︵
８
︶
﹃
平
安
時
代
史
事
典
﹄︵
角
川
書
店
︑
一
九
九
四
年
︶﹁
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹂
項
︵
執
筆
は
松
永
有
慶
氏
︶︒

︵
９
︶
辻
本
弘
﹁
空
海
入
定
留
身
説
話
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
日
本
語
と
日
本
文
学
﹄
四
六
︑
二
〇
〇
八
年
︒

︵
10
︶
本
文
は
﹁
新
訂
増
補
国
史
大
系
﹂
に
拠
る
︒

︵
11
︶
本
文
は
長
谷
氏
前
掲
註
︵
４
︶
に
拠
る
︒

︵
12
︶
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
元
年
︵
八
三
四
︶
九
月
戊
午
︵
十
一
日
︶
条
︒

︵
13
︶
真
保
氏
前
掲
註
︵
７
︶︒

︵
14
︶
本
文
は
﹃
弘
法
大
師
全
集
第
三
輯
﹄︵
密
教
文
化
研
究
所
︑
一
九
六
五
年
︶
に
拠
る
︒

︵
15
︶
武
内
氏
前
掲
註
︵
２
︶︒
櫻
木
潤
﹁
空
海
の
得
度
・
受
戒
年
次
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄
三
六
七
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
西
本
昌
弘
﹁
国
史

所
載
伝
記
の
﹁
嘘
﹂﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
八
〇
〇
︑
二
〇
一
五
年
︶︒

︵
16
︶
武
内
氏
前
掲
註
︵
２
︶︒

︵
17
︶
長
谷
氏
前
掲
註
︵
４
︶︒

︵
18
︶
和
多
昭
夫
氏
は
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
の
編
纂
理
由
に
関
し
て
︑﹃
寛
平
御
伝
﹄
に
﹁﹁
謹
以
上
聞
﹂
と
あ
る
の
は
恐
ら
く
朝
廷
︑
す
な
わ
ち
宇
多
天
皇
︵
在

位
八
八
七
-
八
九
七
︶
に
上
表
し
た
事
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
︑
こ
れ
が
本
伝
作
成
の
主
要
動
機
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
て

﹁
空
海
卒
伝
﹂
と
﹃
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
﹄︵
多
田
︶
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お
ら
れ
る
︒
︵﹁
贈
大
僧
正
空
海
和
上
傳
記
﹂﹃
群
書
解
題

第
四
巻
上
﹄
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
一
九
六
一
年
︒︶

︵
19
︶
坂
本
太
郎
﹁
六
国
史
と
伝
記
﹂﹃
六
国
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
九
年
︵
初
出
は
一
九
六
四
年
︶︒

︵
20
︶
坂
本
太
郎
前
掲
註
︵
19
︶︒

︵
21
︶
佐
藤
健
太
郎
﹁﹃
続
日
本
後
紀
﹄
掲
載
の
僧
侶
の
伝
記
に
つ
い
て
﹂﹃
日
本
古
代
中
世
の
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
﹄
関
西
大
学
出
版
部
︑
二
〇
一
四
年
︒

︵
22
︶
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
編
纂
期
の
撰
国
史
所
に
関
し
て
は
︑
拙
稿
﹁﹃
続
日
本
後
紀
﹄
の
編
纂
︱
そ
の
原
史
料
を
中
心
に
︱
﹂﹃
日
本
歴
史
﹄
八
一
〇
︑

二
〇
一
五
年
︒

︵
23
︶
な
お
︑
﹃
寛
平
御
伝
﹄
撰
者
と
考
え
ら
れ
て
い
る
聖
宝
は
真
雅
の
弟
子
で
あ
る
︒
そ
の
真
雅
は
︑
空
海
の
実
の
弟
で
あ
る
︒
聖
宝
は
﹁
原
空
海
伝
﹂

を
入
手
し
易
い
環
境
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
24
︶
拙
稿
前
掲
註
︵
22
︶

︵
25
︶
東
野
治
之
﹁
大
和
文
華
所
蔵
の
延
暦
二
十
四
年
太
政
官
符
﹂﹃
日
本
古
代
史
料
学
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︵
初
出
は
二
〇
〇
〇
年
︶

︵
26
︶
櫻
木
氏
前
掲
註
︵
15
︶︑
西
本
氏
前
掲
註
︵
15
︶︒

︵
た
だ

け
い
す
け
・
学
法
津
田
学
園
高
等
学
校
教
諭
︶

―40―


